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令和４年１２月春日市農業委員会定例総会議事録

１ 開催日時及び場所

（１）日時 令和４年１２月９日（金） 開会午後１時５５分

閉会午後２時２０分

（２）場所 市役所本庁舎 ４０７会議室

２ 出席委員氏名（敬称略）及び人数

白水 善継、山内 寿郎、武末 善和、薛 芳子、髙橋 正生

鬼倉 美代子、白水 高子、田中 良輝、松尾 源吾、八尋 將秦

以上 １０ 人

３ 総会に附した議題及び審議の内容

別紙記載のとおり

４ 動議及び提案者の氏名

（１）動議 なし

（２）提案者

５ 議事録署名員に指名された委員

髙橋 正生、八尋 將秦

６ 書記氏名

中村 丈一郎

７ 事務局出席者

三丸 瑞恵、近藤 憲明、中村 丈一郎
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令和４年１２月定例総会議題及び審議内容

会長

各委員

会長

事務局

会長

各委員

会長

事務局

会長

定刻となりました。ただ今から令和４年１２月定例総会を開会いたします。

本日は委員１０名中１０名の出席となっております。春日市農業委員会会議規

則第６条に規定する定足数に達しておりますので、総会は成立します。

それでは、春日市農業委員会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名員

の指名ですが、私から指名させていただいてご異議ありませんか。

(異議なし)

それでは、髙橋委員と八尋委員にお願いいたします。また、本日の会議書記に

は事務局職員の中村氏を指名いたします。

では、議事第１号について事務局より説明を願います。

議事第１号

農地法第３条に係る農地法第３条に係る下限面積の設定について

農地を農地のまま耕作目的で他人に権利移転したり、賃貸借などで権利を設定

したりするには、農地法第３条の規定に基づく許可が必要です。

３条の許可を出すためには、農地を譲り受けるものの農地取得後の耕作面積が

一定以上でないといけない条件があります。

農地法第３条に係る下限面積は、農業委員会で定めることとなっています。設

定できる下限は１０ａで、現在春日市は１０ａで設定しています。

今回はこのまま修正なしでよろしいかどうかの確認になります。

事務局案のとおり下限面積を修正なしでよろしいでしょうか。

（異議なし）

全員賛成ですので議事第１号を終わります。続いてその他の報告事項について

お願いします。

その他の報告事項について

令和４年度福岡県農業委員会研修大会

研修大会の参加者について、会長と事前に相談し、今年度については、会長と

事務局のみで参加する方向で考えていますのでよろしくお願いします。

以前は、市バスがあったということもあり全員で行っていましたが、今回は最

小限の人数で参加するという方針を執りますのでご理解お願いします。
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春日市農業委員会委員

春日市農業委員会委員

事務局

白水委員

事務局

会長

事務局

八尋委員

事務局長補佐

八尋委員

事務局長補佐

会長

事務局

会長

農地パトロールについて

以前、お知らせしていましたとおり、春日市全域の農地パトロールを事務局で

行いました。立入が不可能な農地や既に現況が農地ではない土地がいくつか確認

できたので整理をしている段階です。

今後、委員皆様と相談しながら、次回の改選までにパトロール範囲を確定させ、

お知らせしたいと考えています。何かご不明な点がありましたらお願いします。

草がすごく伸びている農地はどのような対応になるのか。

所有者に草刈を行うように連絡をしています。所有者にご高齢の方も多く、草

刈ができていない方が多いことも現状です。草が繁茂し、除草が必要な土地があ

りましたら事務局までご連絡ください。

周囲の生活環境にも影響を及ぼすケースもあるので、迅速に対応いただきたい。

わかりました。その他何かありますか。

現委員もパトロール区域について協議をしていくという認識でよいか。

事務局で確認して、見直しが必要だと感じた農地については、現委員の意見を

取り入れながら検討していく予定です。事務局が一方的に決めるつもりはござい

ませんので今後とも意見等を伺いたいと考えています。

現地確認等は行えるのか。

委員皆様と協議をする中で、確認の必要があれば、一緒に現地確認を行いたい

と考えています。

事務局と委員で話し合う場を設け、パトロール範囲について確定したいと思い

ますのでご協力お願いします。

その他なければ、次回の総会についてお願いします。

開催は、２月１３日（月）午前１０時場所は４０６会議室です。

全体を通してご意見やご質問なければ、これをもちまして令和４年１２月定例

総会を閉会いたします。


